
 

 

特 記 仕 様 書 （２） 

 

 

（条例の遵守） 

第 1条 受注者および受注者の役職員は、当該業務の履行に際しては、「職員等の公正な

職務の執行の確保に関する条例」（平成 18年大阪市条例第 16号）（以下「条例」とい

う。）第 5条に規定する責務を果たさなければならない。 

 

（公益通報等の報告） 

第 2条 受注者は、当該業務の履行について、条例第 2条第 1項に規定する公益通報を受

けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者（建設局総務部総務課）へ報告しなけ

ればならない。 

２ 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した

者から、条例第 12 条第 1 項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容

を発注者（建設局総務部総務課）へ報告しなければならない。 

 

（調査の協力） 

第３条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基

づき行う調査に協力しなければならない。 

 

（公益通報に係る情報の取扱い） 

第４条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係

る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（発注者の解除権） 

第５条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき

又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除すること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


